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 管理職ユニオン・関西の支援によって関西ユニオンが結成されたのが 2004年 5月です。

それから 14年が経ちます。これまで本当にたくさんの相談を受け、また解決をしてきまし

た。おそらく、相談を受けた件数は 1千件を軽く超えていると思います。大阪を中心にそ

れなりの活動を展開して来たのではないかと自負しています。とは言え、従来の継続では

発展は望めません。 

 ここ数年来、大会の度にコミュニティ・ユニオン運動は転換期に差し掛かっているとの

情勢認識を示し、関西ユニオンとしても今後 10年を見据えた方針の必要性を訴えてきまし

た。そして、ＫＵではこの 3月以降ほとんど毎週のように執行委員会を開催して方針の検

討を重ねてきました。今回の定期大会では、連帯ユニオン関西クラフト支部との統合に向

けた方針案を提案する予定です。 

 関西ユニオンの組合員の方には、今回の機関誌に同封する形で、活動総括・方針案や連

帯ユニオン関西クラフト支部にかかる資料等の大会資料を送付しますので、詳しくはそち

らをご覧いただければと思います。 

一方、管理職ユニオン・関西の組合員の方や賛助会員には大会資料は送付いたしません

が、大いに関わりのあることですし、関心を持ってみておられる方も少なくないのではな

いかと思いますので、この機関誌紙面にて、ＫＵ第 15回定期大会の総括・方針案の要約を

掲載することといたしました。 

今後、ＫＵは大きく変わっていきます。それに伴い、ＭＵも今後の方向性を検討する必

要が出てきます。ＫＵとＭＵを問わず、皆で今後の組合の在り方や方向性を考えて行く時

期に来ています。機関誌を読んでいただき、ご意見等ありましたら、一緒に議論をしまし

ょう！                           （ＫＵ書記長 大橋）  

関西ユニオン 第 15 回定期大会 
 

日時：5月 27日（日）13時半開場、14時開始 

場所：エルおおさか南館 734号室 

※終了後、組合事務所にて懇親会（参加費 500円） 

 今回は、連帯ユニオン関西クラフト支部との統合にかかる方針案

の検討を行う重要な大会です。ＫＵ組合員の方は是非ともご参加い

ただくようお願いします。ＭＵ組合員の方も傍聴可能ですので多数

ご参加いただければありがたいです。 
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2017 年度 関西ユニオン 活動総括案（要約） 

○労働組合の状況 

（１）全体として 

厚生労働省「2016 年労働組合基礎調査の概況」によれば、労働組合数は前年比－1.2％、

労働組合員数は前年比プラス 0.6％、組織率は前年比－0.1％となっています。ナショナル

センター別にその内訳を見ると、連合：4 千人増（0.1％増）、全労連：1 万 8 千人減（3.2％

減）、全労協：4 千人減（3.9％減）です。 

連合のみ組織人数・組織率を増やしていますが、その大部分はＵＡゼンセンが占めてお

り、7 万 1 千人増となっています。ＵＡゼンセンは今や 160 万人を擁し、連合の中での存

在感を高めています。典型的な組織拡大手法は、会社と取引してユニオンショップ協定を

締結するというやり方で、上から網をかぶせる形での組織化です。とりわけ、コミュニテ

ィ・ユニオンが基盤を作ろうとした会社に乗り込み、会社と結託してユニオン潰しをして

きたことは周知のことです。ＵＡゼンセン会長であった逢見直人が、安倍政権と取引をし

て、残業代ゼロ法案容認へと動いたのは記憶に新しいところです。 

 連合にも、様々な色合いの組合があり、全否定はしません。しかし、内部改革の試みは

挫折を繰り返しており、期待はできません。 

（２）企業内労働組合 

従来の雇用慣行（終身雇用・年功序列）はすでに解体しつつあり、労働市場は著しく流

動化しています。その結果、正社員の解体と非正規化（正社員の労働条件の非正規化と非

正規労働者の増大）が進んでいます。つまり、内部労働市場が縮小する一方、外部労働市

場が拡大しているのです。また、内部労働市場においても、労働の個別化と労働条件の個

別化が進行しています。こうした状況の中、従来内部労働市場には一定の影響力を行使し

てきた企業内組合の多くは、影響力を喪失し、組織率を下げています。その結果、労働強

化と賃金抑制の歯止めをかけられず。労使一体化の度合いを強めています。 

（３）コミュニティ・ユニオン 

コミュニティ・ユニオン全国交流集会は 1989 年に始まりました。そこから約 30 年を経

てきたましが、実情としては個別労使紛争の解決から集団的労使関係構築へと進められて

いません。そして、後継者難、資金難により、運営自体に困難を来たしているユニオンが

少なくありません。このままの延長線上に、労働運動の再生があるとは思えません。 

（４）業種別職種別労働組合 

 日本の労働運動全体の中では少数派であるとは言え、それなりに影響力を保持し、ある

いは拡大しています。とは言え、労働運動の全般的な弱体化と衰退の中では突出した存在

となっているが故に集中的に弾圧に晒されることとなり、決して順風満帆とは言えない状

況であると思います。 
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もっとも、全国的に、企業内組合やコミュニティ・ユニオンの限界を突破しようとする

試みが始まっています。まだまだ散発的で形になっているとは言い難いにせよ、業種別職

種別労働組合や企業の枠を超えた労働組合の萌芽があちこちで生み出されつつあります。 

 

○関西ユニオンの現状と課題 

 関西ユニオンが直面している問題も、他の多くのコミュニティ・ユニオンと同じです。

2004 年にアルバイト・派遣・パート関西労働組合として出発してから早や 15 年弱になり

ますが、個別労使紛争の解決に終始しているのが実情であり、結局は労働組合の基盤を作

ることも、その基盤を元に労働運動として展開していくことも出来ないまま現在に至って

います。この延長線上では、近い将来には後継者難と資金難で縮小と消滅へと向かわざる

を得ないのは明白です。 

 こうした現状を踏まえるならば、まだ余力のある今、大胆に新たな展開を見据えた活動

方針を立て、実行していくことが是非とも必要だと考えます。その方針の骨格は、①駆け

込み寺・個別労使紛争解決型から集団的労使関係の構築のための努力、②集団的労使関係

を個別企業内で構築するのではなく、業種別職種別に構築していく努力です。そして、そ

の実現は、個人の力では及びません。そのことは、関西ユニオンの十数年の経験からも、

他のコミュニティ・ユニオンの経験からも明らかであると考えます。実現のためにはそれ

なりの組織的体制、オルグ団の形成が不可欠であると考えます。 

 

○駆け込み寺から集団的労使関係構築、業種別職種別組織化 

ここ数年来、駆け込み寺で終わるのではなく、集団的労使関係を構築していくことを意

識的に目指してきました。その結果、、ＧＨＰ（ＫＵ）、養心会（ＭＵ）、但馬屋食品（ＭＵ）、

日本フッソ工業（ＭＵ）などでは分会を結成するに至っています。その他、組合員が複数

化している職場も増加傾向にあります。また、職場での活動を活性化するために、春闘呼

びかけ・春闘要求も意識的に行いました。しかし、まだまだ個別労使紛争の解決に終始す

るケースが大半であって、集団的労使関係構築につなげて行けたケースは少ないのが事実

です。 

こうした現状も踏まえつつ、関西ユニオンは、個別組合の限界を突破するために、連帯

ユニオン関西クラフト支部との連携強化を進めてきました。具体的には、争議の相互支援・

合同での映画上映会開催、合同での花見開催、医療介護で働く組合員の交流会の開催、執

行委員会への相互参加、定期大会への相互参加を進めてきました。 

さらに、仲村執行委員長が東京での業種別職種別ユニオン運動研究会の発足に関わると

ともに、関西での取り組みを開始しています。研究者や弁護士を中心に据えつつ、幅広い

労働組合の結集を図っています。 

 



8 

 

○争議の活性化と強まる弾圧への対応 

一昨年はエルラインが仮処分申立てを行い、これについては和解で終結しました。そし

て、昨年は但馬屋食品と光明池土地改良区が仮処分申立てを行い、但馬屋食品については

和解で終結しましたが、光明池土地改良区については名誉棄損部分で仮処分が認められま

した。つまり、この 1 年強の間に、立て続けに 3 件の仮処分攻撃を受けたのです。いずれ

も管理職ユニオン・関西が訴えられた事例ですが、労働運動の権利が縮小する一方、弾圧

が強化されてきていることをひしひしと感じさせられました。 

この他、4 月 16 日からは GHP 分会で労働条件の一方的不利益変更に対抗するためスト

ライキに突入し、同社の運営しているホテル前で街宣行動を繰り広げました。これに対し

ても、GHP からは刑事告訴にも言及した警告書が送付されてきている状態です。現在は一

旦ストを中断して交渉に臨む予定にしていますが、予断は許されない状況です。 

こうした状況には、いくつかの要因が関係していると思われます。第一に、組合として、

意識的に職場での基盤作りを手掛けてきたことです。駆け込み寺で終わることなく、集団

的労使関係構築を目指していく場合、争議は避けて通れません。第二に、運動による解決

に力を入れたことです。光明池土地改良区や但馬屋食品に対しては、仮処分攻撃をはね返

すべく、数十回の行動を行いました。GHP 分会はストライキに突入しました。この他、富

士通ゼネラルフィールドセールス、㈱日本 ATM ビジネスサービス㈱、㈲さざなみ、エフ

ジーエー・ラボラトリーズ㈱、日本郵便㈱などについても街宣行動を行いました。第三に、

社会風潮の変化です。労働運動の弱体化と争議の激減によって、従前問題にもならなかっ

た行動ですら、突出した印象を与えるようになってきています。第四に、そうした社会風

潮に後押しされた会社の組合行動に対する拒絶反応と使用者側弁護士によるスラップ訴訟

の増加です。そして、裁判所は、正当な組合活動としての免責については一切考慮せず、

一般民事と全く同じ扱いをする傾向を強めています。光明池土地改良区の仮処分決定はそ

の典型です。 

組合としては、昨年 8 月 31 日と 2 月 14 日に争議対策会議を開催しましたが、今後も仮

処分攻撃等は繰り返される可能性が高いことから、対策部の設置が必要であると考えます。 

 

○労働運動の新たな展開を見据えた方針の必要 

 以上の総括を踏まえ、従来の継続ではなく、労働運動の新たな展開を見据えた方針の策

定が必要であると考えます。 

 

以上 
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2018 年度 関西ユニオン 活動方針案（要約） 

 

○活動方針案の基本的考え方 

 活動総括案で述べた通り、大胆に新たな展開を見据えた活動方針を立て、実行していく

ことが是非とも必要だと考えます。その方針の骨格は、①駆け込み寺・個別労使紛争解決

型から集団的労使関係の構築のための努力、②集団的労使関係を個別企業内で構築するの

ではなく、業種別職種別に構築していく努力です。そして、こうしたことの実現は、個人

の力では及びません。そのことは、関西ユニオンの十数年の経験からも、他のコミュニテ

ィ・ユニオンの経験からも明らかであると考えます。実現のためにはそれなりの組織的体

制、オルグ団の形成が不可欠であると考えます。 

具体的には、連帯ユニオン関西クラフト支部との統合を通じて、①専従 2 人体制の構築、

②団体交渉を担当できる執行委員の育成、③新入組合員学習会の複数回化と参加の義務化、

④新入組合員学習会において職場での組合活動の実践と複数化について学習してもらうこ

と、⑤団体交渉における要求事項に、組合員の労働条件だけでなく、職場での組合活動の

権利（掲示板貸与や組合休暇等）も盛り込んでいくこと、⑥職場での組合活動強化と分会

結成の取組み、⑦分会化に成功したところについては分会員と執行部でさらなる拡大を目

指すための対策会議を開催すること、⑧業種別職種別会議を定期開催すること、を実現し

ていきます。 

こうした取組みを通じて、職場での複数化と拠点となる分会づくりに努め、3 年程度で

組合員数を倍増（300 人）し、財政基盤を確立するとともに、地域の労働運動として展開

していく力をつけていくことを目指します。 

 

○連帯ユニオン関西クラフト支部との統合 

（１）昨年の定期大会で決定された方針 

昨年の定期大会では、連帯ユニオン関西クラフト支部との協力関係強化について、以下

の通り方針を決定しました。 

現在のところ、専従候補となる若手はおらず、目途もないことから、当面世代交代は断念せ

ざるを得ない状況である。現状の延長線上で後数年維持することは不可能であり、組織再編

に取り組まなければならない。(中略) 

具体的には、連帯労組関西クラフト支部との統合について、具体的に検討を始めたい。駆け

込み寺から集団的労使関係の構築へ、そして数年来方針として掲げている業種別職種別組織

化を進めるためにも、個別組合の枠を超えて団結していくことは不可欠だと考える。そのため

に、以下の取組みを行う。 

・関西クラフト支部との団交・争議の相互支援を積極的に行う。 
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・お互いの執行委員会の傍聴を積極的に行う。 

・花見その他の交流会を行い、組合員同士顔の見える関係を作って行く。 

・2か月に 1回程度、三役が集まって合同に向けた具体的話し合い等を行う。 

（２）昨年度決定した方針の実施状況 

・関西クラフト支部との団交・争議支援等については活発に行ってきました。関西クラフ

ト支部の元旦行動への関西ユニオンからの参加、管理職ユニオン・関西の光明池街宣へ

の関西クラフト支部の参加、介護福祉士試験参加者に向けた合同での情宣、春闘御堂筋

デモへの関西クラフト支部からの多数参加、関西クラフト支部の定期大会への参加、合

同でのメーデー前段行動実施等々です。 

・関西クラフト支部の執行委員会には、関西ユニオンから複数回傍聴させてもらいました。

関西ユニオンの執行委員会にも関西クラフト支部から傍聴に来てもらいました。もっと

も、双方の予定が中々合わず、それほど回数は多くはありません。3 月からは、執行委

員会という形式にはとらわれない形で、できるだけ互いの組合を理解できるように、話

し合いの場を設けることとしました。 

・合同花見の開催、遊歩会への関西クラフト支部からの参加、映画会の共催など、組合員

同士顔の見える関係を作れる機会を設けてきました。 

・三役が集まって合同に向けた具体的話し合いを行う機会を昨年度は持てていません。三

役に限らず、できる限りそうした話し合いの機会を設けて行きたいと思います。 

（３）統合に向けた検討事項の整理 

●検討済みの事項。 

・連帯ユニオンを上部団体とする。 

・統合後の主たる組合事務所の所在地をユニオン会館（大阪市西区川口 2-4-28）に置く。

現在の事務所も継続して使用する。 

・新入組合員学習会を複数回化し、参加を義務付ける。また、新入組合員学習会では職場

での組合活動の実践と複数化について学習してもらう。 

・機関誌については統合後も毎月 1 回、組合員の協力を得て定期発行する。 

●今後の検討事項 

・統合後の組合の名称。 

・統合後の組合規約。 

・統合後の組合費、共済費等について。 

（４）統合に向けたスケジュールについて 

今年 11 月 18 日の関西クラフト支部の定期大会に合わせて、関西ユニオンの臨時大会を

開催し、それぞれ統合の決議を行った上で、統合大会を開催することを目指します。 

 

以上 
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 ㈱ＧＨＰというのは、全国でラブホテルやレジャー施設等を運営している会社です。同

社のホームページでは、事業内容について以下のように書かれています。 

 

 

 

 

 

 

ＧＨＰ分会 ストライキ突入！ 

ラブホテル・レジャーホテルにおける取得から売却まで全てを弊社がマネジメントし

ます。投資判断のサポーティングアドバイスや査定、事業スキームの構築つまりデベロ

ップメント、プランニング、デザイニングという開発業務から、オペレーション、メン

テナンス、バイイングという運営業務まで全ての業務を、細部にまで精通したプロフェ

ッショナルチームとして、様々なノウハウを駆使し、戦略的なマネジメントを展開して

おります。 
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 ㈱ＧＨＰは数多くの会社を傘下に持っています。というよりは、実態は㈱ＧＨＰだけれ

ども、一応次々と別会社を立ち上げているような感じです。そのグループ会社の一つ、㈱

クラブチャペルが運営している「シャルル・ペローの白いチャペル」というホテルで、Ｇ

ＨＰ分会がこの 4月 16日からストライキに突入しました。以下、組合員からの投稿を掲載

いたします。 

 

 

 人生の中で、色々なトラブルに遭遇し、そのたびに悩ましいと思い、時にはそれが今後

の人生に悪影響となることも少なくありません。 

 労使問題はまさにその巣窟であると言えましょう。人生の中で、とりわけ社会人となっ

てからは、人生の３割近くが仕事をしている時間であり、その３割の中には他人とのコミ

ュニケーションが欠かせず、それがまた大きな問題を引き起こす要因になりかねないから

です。 

 私が今回ご紹介するのはまさにそんな人たちが軌道修正する過程であり、本人が開眼し

問題解決にまい進している人たちのことです。 

 

 ご存知の方は多いと思いますが、株式会社ＧＨＰのグループである「株式会社クラブチ

ャペル」の運営する「茨木 白いチャペル」のフロントスタッフらがあまりにも恣意的な

「労働条件の不利益変更」を行ったことに対して立ち上がり、ストライキを決行しました。 

  

■ストライキに至った経緯 

 このフロントスタッフらは、この件に至る前に「固定残業代」を巡る訴訟を提起し、未

払金を勝ち取った（和解締結により会社が一定の金額を支払い、彼女たちが妥結した）と

ころから始まります。 

 この問題から、会社は当該スタッフに対しての労働諸法の違法性や、そのからくりを露

呈され、修正せざるを得ない結果となったのです。そこで、会社は「フロント改革」だの

「長時間労働の抑制」などと聞こえの良い言葉を羅列し、これら違法要素のもみ消し策に

奔走しているのです。 

 本人たちは、当然、賃金を下げられる理由もないとし、「日数を減らすのはそちらの勝手

だが、賃金は下げるな。」と言うことで会社と真っ向から戦う意思を見せたのです。 

 

■月給制から時給制へ 

 彼女たちは現在月給制で、その賃金構成は「基本給」と「超勤手当」の２項目で構成さ

れています。基本給は「173.5 時間に概ね最低賃金を乗じた金額」で、その余を「超勤手

当」として、その合計が、もともと求人等で掲示していた金額になるように割り付けてい

ました。 

 今回、会社はその超勤手当の存在を消そうと必死なのです。そりゃそうでしょうね、不

正のエッセンスがここに詰まっているわけですから・・・。そのために、会社は月給制を

止めて、4 月 16 日から時給制にすると通告してきたのです。同時に、これまで「24 時間

勤務、3 人体制」であったものを、24 時間ないし 12 時間勤務、4 人体制」に変えるとして

います。労働時間は大幅に減りますが、時給制にするわけですから手取り収入も激減しま

す。 
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 時給を最初は 1,000 円と会社は設定していたが、何をもって、その額面なのか全く不可

解でした。組合や本人が反論しているうちに会社の提示額は時給 1,150 円となりました。

当然、その根拠も当初からの変遷もまったく不可解極まりありません。仮に 1,150 円であ

るとしても時給制であれば、手取り額が「2 月など」の日数が少ない月には現状と比べて 8

万ほど低下します。この会社の「客室パートひとり分」ほど下がるわけです。まさに死活

問題と言えましょう。 

 上述のとおり、元々の賃金設定が不明瞭であり、基本給は最低賃金である上に、過去の

昇給分のすべてが超勤手当に反映されているのです。 

 ところが、時間外等の単価の基準として計算してるのが「基本給」のみ、つまり最低賃

金なのです。かなりいい加減な会社だと言いたいところですが、当該スタッフが「基準内

賃金とされる法規」を知らないのをいいことにこれまで好き放題やっていたのです。つま

り、「確信犯」であると言うことです。 

 この基本給を機軸にし、最近では「賃金は大幅にアップした。」「不利益変更でなない」

などと盗人猛々しい発言が目立つようになりました。 

 

■変形労働時間制の悪用 

 これまでも、「1 ヶ月単位の変形労働時間制」と主張しており、当該スタッフは「1 勤務

24 時間、明け、休み」のローテーション制で 3 人交代で勤務してきました。要するに「24

Ｈ、０Ｈ、０Ｈの平均８時間」と言いたいのでしょう。 

 交渉の席上でも過去、「就業規則の内容見直し」協議の際、この「変形労働時間制」につ

いても話をしましたが、会社は「要件は満たしている」としていました。当然、満たして

いません。当時、彼女たちはまだ組合に未加入であり、交渉の席には、私しかいませんで

した。 

 また、会社に冒頭の「未払賃金」についても裁判外での交渉段階であったことから、会

社も「騙せる」と高をくくっていたのでしょう。 

 ところが、彼女たちが訴訟提起し、これらの追及が公然とされようとすると、手のひら

を返したように、これらの「もみ消し策」に奔走しているのです。 

 会社は本年 4 月 26 日の「団体交渉」で、「変形労働制の不備」を認めたが、「以前、組

合にこの説明を行った。」と主張してきたのです。 

 念のため調べた結果、組合には特に不備について認めるような発言はありませんでした。

組合に行った説明は「フロント従業員が労働負担を訴えた要望に応えるため」である旨、

申し述べているにとどまっています。 

 このように、責任転嫁、過大な主張、論点のすり替えを常時行い、これまでも要求に応

えず、騙し続けているのです。今回も同じ手口で逃げようとしているのですが、そうも行

かないようで、ここ最近の団体交渉の態度にも現れていています。 

 

■労働条件の協議は「次の領域での話」 

 今般の「労働同件の変更に関する協議の申入れ」は、組合からではなく、会社からの申

入れなのです。団体交渉の申入れとしても珍しいケースです。 

 申入れ当初から現在に至り、一貫して「労働条件の話にも及ばない」と言うのが、当組

合の見解です。そもそも要員不足は「慢性的」なのですが・・・。 

今、在籍しているフロントスタッフは組合員２名だけです。これまでの 3 人体制でも 1

名欠員の状態であり、4 人体制にするなら 2 名欠員の状態になります。会社は、他店舗の

店舗長や本社からスタッフを応援に駆り出し、「揃っています」と虚勢を張っていますが、
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「これが状態的な要員であるのか？」と追及されると、「ヘルプです。」と曖昧な回答しか

しません。ストライキのきっかけはこの「実施に当たっての人員の確保」なのです。会社

はそれを分かっていないようですから、話にもなりません。 

 

 労働組合は、「実施するとしても、現行の要員も満足に確保していないのに出来るわけが

ない」そんな現場の実態を考慮し、専らこの件の追及をしてきました。しかし、「募集をし

てる」とか、「努力をしている」とか適当に言い訳を続け、今もなおその言い訳が続いてい

ます。会社が言っている「労働条件の変更」には、絶対 4 名の要員が必要です。体制が整

わないまま、ごり押しで変更する事情とは？ 

 

■労働基準法第 37 条と労働基準第 13 条の強行法規 

 現在の体制では従業員は週２勤務または３勤務となります。元々変形労働時間制を謳っ

ている会社は、週 2 勤務の場合「48 時間」、週 3 日の場合「72 時間」となり、常態的に週

40 時間を超過します。更に、所定労働時間が月間 173.5 時間と設定していることについて

もその設定が曖昧な上、6 ヶ月分について、自動的に「未払金」が発生します。 

 上記により、時間外賃金について支払っていると言う主張は認められず、更に法を下回

る労働契約は無効となり、強行法規により修正となります（同第１３条）。 

 訴訟が和解となっても、それはその期間中だけのこと。その後については是正されてい

なければまた請求されることになります。だから会社は「何が何でもやらなければならな

い。」のです。もう、痛々しいくらい必死ですよ、会社は。 

 当然、こちとらとしては、知ったことではありません。会社の問題について労働者がな

ぜ、犠牲にならなければいけないのか？ そういうことです。 

 当該スタッフのうち、浪花節系のＢさんは、会社に土下座してお願いされれば、受け入

れてたかもしれません。この会社にはそのような真摯な対応が全くありません。ごまかし

て騙して困れば、そのしわ寄せをスタッフに・・・。 

 

■本当の被害者は彼女たちではない！ 

 労働条件の変更は、１年以上前から他店では実施されています。 

 此方が聞いた情報では、「怒って長期的に年休を取った。（市内の店舗）」、「失望して退職

した。（京滋方面）」など、少しずつ各店舗で変化があるようです。一方、会社は「ヘルプ

が増えて割増賃金が高騰しているが、従業員は喜んでいる（茨木市の会社の店舗長）」など

と、不可解かつ脳天気なことを言っているのです。「労働者の負担軽減のため。」との趣旨

と全然違います。会社も会社でＡさんの「賃金低下」の訴えに「休憩が出来なかったら」

「欠員が出たら」賃金に遜色はないと言うなど、呆れるばかりの対応。 

 会社が、「変更を急いだその事情」を他店のスタッフは知りません。当然、会社が事情を

伝えているとも思えません。従業員の入れ替わりもあり、知らずに勤めている人たちもい

るのでしょうが、退職した人も含め、本当の被害者は、「他店舗の人」であると私たちは考

えるべきです。 

 

■最後に・・・ 

 ＧＨＰは、過去にも自身の不正をごまかすためにスタッフ賃金をカットし、ごまかした

経緯があります。私はその事実をあとで知ったのですが、今回は見逃すことも容赦するこ

ともありません。これまで、自身を犠牲にしてまで店舗の品質を守ってきた彼女たちが報

われる。そんな日が来ることを信じています。              (組合員Ｔ) 
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私は、約 12 年間以上にわたり、某大手家電メーカーのエ

アコン説明販売員(サポーター)として家電量販店などで働

いてきました。私が在籍していたのは、その家電メーカー

の 100％子会社です。 

昨年 3 月、突然、それまで勤務していたヤマダ電機今福

東店から 3 月 11 日付で店舗の配置換えとなりました。一

昨年 11 月に会社が行ったストレスチェックでも余り良い

結果が出ていなかったので、この時期の異動はかなり「し

んどい」と考えていました。 

昨年 3 月 22 日から勤務し始めたのですが、余り体調もすぐれず、やっとの思いで翌日

もこなしましたが、3 月 25 日に下痢、めまい、頭痛など複数の症状が重なり欠勤しました。 

心療内科を受診しようとしましたが、どこも初診は予約制になっており、受診できたのは

3 月 31 日でした。そして、主治医の診断で 3 ケ月休みになりました。 

組合には以前から入会しており、リハビリ・復職や会社側の処理に相談に乗って頂き、

大橋副委員長と二人で第 1 回団交を 6 月に行いました。会社側からは契約社員にはリハビ

リや休業などの制度は全くない、と冷たく拒否されました。が、リハビリ・復職について

は再度考える、ということで終わりました。 

8 月に団交を行い、リハビリや復職の会社側の条件が当初 6 月のときと変わった配置・

店舗の違いなどになるので、勤務に耐えられるものではなく、再度、店舗変更を求めるも

拒否されました。この店舗はヤマダ電機テックランド高槻店で、通勤に 1 時間４０分程か

かります。会社は当初１時間程度と言っていました。こうして、私は再び体調を崩し、ヤ

マダ高槻店に勤務できなくなりました。 

9 月に会社と団交するも、9 月 21 日に契約を延長更新することはない、と言われて決裂

しました。 

 

≪抗議街宣活動≫ 

今回は大橋副委員長、Ｏさん、Ｙさんに大変なご協力をいただきました。 

【街宣車による行動＋チラシまき】(寒い中、大変ありがとうございました) 

梅田ヨドバシカメラ前 ２回      なんばビッグカメラ前     １回 

ヤマダテックランド和泉中央店 １回  ヤマダ電機テックランド堺本店 １回 

【ファックスによる抗議文送信】 

労働審判 勝利的和解！！   組合員О 
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 関東大型店舗及び各量販店店長宛に抗議文を送付しました。量販店だけで 40 店以上にな

るので FAX 送付先は厳選しました。 

 

≪労働審判申立≫ 

大阪府労働委員会のあっせんも拒否してきましたので、去る 2 月 9 日大阪地裁に労働審

判の申立てをしました。 

相手側は準備不足が明白で、資料提出も遅れて裁判所から催促される始末でした。そし

て４月１６日 AM10:15、決戦当日です。 

相手側は細かいこちらのミス待ちの戦法だったようですが、大勢には関係なく、裁判所

から和解の提示があり、余りかけはなれていなかったので了解することと致しました。ま

た、この場所を借りて担当弁護士のＮ先生にもお礼申し上げます。（組合員 О.T） 

 

 

 

 

 

去る 2 月下旬、田辺三菱製薬株式会社に勤めるＳ氏から

新しい相談がありました。 

「出向先でいじめにあい、メンタル不調に陥り、産業医

から休職させられ、主治医が回復したと認めても、復職さ

せてもらえない。」 

おや、どこかで聞いたことがある話だなと思いました。 

 

<経緯> 

2016年 2月 株式会社日本雇用創出機構（パソナの関

連会社）への出向を命じられる 

 業務は半年以内に自分の出向先を探すこと 

2016年 3月 国会で話題になる 赤旗新聞に掲載される 

2016年 3月末 株式会社日本雇用創出機構への出向取り消し 

2016年４月 社内の追出部屋に配属される 

業務は、半年以内に自分の出向先を探すこと 

 会社が産業雇用安定センター（厚労省の外郭団体）に研修を依頼したこ

とが朝日新聞に掲載される 

 出向先を探すための研修が全て取り止めになり、何もしない日々を過ご

すようになる 

争議中間報告  対 田辺三菱製薬株式会社 
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2016年 7月 NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議に出向 

 何も業務を与えられない 

 他担当者の業務を手伝おうとしても、専務理事から 「君は何もしなく

ていい。」と、叱責される 

2016年 12月 体調が悪くなってくる 

2017年 2月 田辺三菱製薬株式会社のメンタル産業医中尾医師から入院を命じられ、

榎坂病院の医師は何のﾃｽﾄもせずに 5日間入院を決定、その後自宅療養 

2017年 5月 主治医の榎坂病院の山本医師から復職可能の診断を受け、診断書を会社

に提出したが、中尾産業医は復職を認めず 

2017年 6月 山本医師の態度が急に変わり、病気が悪化していると言われる 

 

以降、主治医、産業医と月に１回面談を重ねるが、雑談をするだけで、復職に向けたサ

ポートは一切なかった。 

2017年 8月 給与が振り込まれなくなる 

人事担当者から私傷病欠勤手当等の説明もない 

2018年 2月 管理職ユニオン･関西に相談 

セカンドオピニオンで受診した医療機関でメンタルテストを実施した

ところ、まったく不調がない（いたって健康体）という結果が出る。会

社に診断書と復職申請書と、組合加入通知書を提出 

2018年 4月 6日 復職が認められないので、団体交渉申し入れ 

2018年 4月 25日 団体交渉を実施し、早期の復職を要求 

2018年 4月 26日 メンタル産業医面談からサードオピニオンを指示される 

 

みなさん。機関誌 NewFACE №35、37を見直してください。Ｔ氏とまったく同様ではない

でしょうか。偶然の出来事でしょうか？ 

当組合が調査したところ、田辺三菱製薬株式会社の中尾メンタル産業医はある女子大学

の教授で、榎坂病院の山本医師は、中尾医師の前職の後輩とみられます。 

 

組合は 4月 25日、１回目の団体交渉で、これまでの説明を要求しました。 

残念ながら、4月中の復職が認められなかったので、ゴールデンウィーク明けに 2回目の

団体交渉を申し入れました。 

しかし、会社からは団体交渉を 5月下旬以降に先延ばしする回答書が来ました。 

このような誠意のない対応が許されて良いものでしょうか？ 

私たちは、Ｓ氏の早期の復職を求めて活動していきます。 

                                組合員 Ａ 

http://free-illustrations.gatag.net/tag/%e9%9b%86%e5%9b%a3-%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97?ssort=__reaction_buttons_2__________-pm&sdir=desc
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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私は，エフジーエー・ラボラトリーズ株式会社で研究開発職として 6年ほど在籍してお

りましたが，2017年 3月に自律神経失調症を患い，退職することになりました。自律神経

失調症を患った主な要因は，時間外労働の多さと仕事の多さでした。現在は，傷病手当金

で生活しております．時間外労働は多い時で月 100時間ほどでしたが，会社側から残業代

は支払われませんでした。 

エフジーエー・ラボラトリーズ株式会社側は，「裁量労働制をとっているため，残業代は

固定賃金に含まれる」と主張しており，残業代は支払われておりません． 

 自律神経失調症を患った後，6か月の休職期間がありましたが，状態が良くならず，自

然退職という形になりました．休職期間満了後の 2017年 8月，関西ユニオンに加入し，未

払い賃金をめぐって団体交渉を 2回行いました．さらに 2017年 12月末に労働審判の申し

立てを行いました．労働審判では，「40万円で和解する」との結果が出ましたが，それに

対し，エフジーエー・ラボラトリーズ株式会社側は異議申し立てしてきました．今後は裁

判所で争うことになります。 

 なお，エフジーエー・ラボラトリーズ株式会社の社長は，団体交渉・労働審判のいずれ

にも姿を現さず，弁護士に任せきりという姿勢をとっており，残業代は何度話し合いを行

っても，「残業代は一切支払わない」という主張の一点張りです．弁護士費用は支払っても

私側には一銭も支払わないその姿勢は非常に腹立たしいです。 

 そこで，2018年４月より，未払い賃金を支払うよう，エフジーエー・ラボラトリーズ株

式会社前でビラをまき，訴えかけております。 

今後も頻繁に行っていく予

定にしております．時間帯

は社員が出社する 8時 30分

ごろと，社長が出社する 17

時過ぎごろを予定しており

ます．お忙しいかと思いま

すが，ぜひともご協力いた

だけたら幸 

闘争報告 裁量労働制と未払い賃金 
組合員Ｉ 
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 5 月 1 日、朝 7 時 50 分、阪急石橋駅集合。関西クラフト支部から約 10 名、関西ユニオ

ンから 5 名が参加して、メーデー前段の街宣活動を実施しました。関西クラフト支部の杉

原書記長の提案で、「メーデーは午後からだし、1 日有給をとっている組合員も多いので、

午前中に争議中の会社に対して街宣活動を実施しよう」ということになったのです。 

 関西ユニオンと管理職ユニオン・関西でもいくつかの会社への街宣行動を検討したので

すが、ピタッとはまるところがなかったため、この日は残念ながら実施せず。関西クラフ

ト支部で争議中の「あかつき福祉会」への街宣行動だけになりました。 

 午前 8 時から約 1 時間、石橋駅前でビラまき（ビラの表面はあかつき福祉会、裏面はメ

ーデー参加の呼びかけ）。そこから徒歩で移動して、午前 9 時ころから約 1 時間、あかつき

福祉会が運営しているあかつき園でのスタンディング行動と申入れ行動。やはり人数が多

いとそれだけ迫力も出ます。その後、あかつき福祉会理事長宅へも向かう予定にしており

ましたが、申し入れ時の対応が悪くなかったことから、それは見合わせとなりました。 

 来年からも、メーデーの日には争議中の会社への街宣行動を組み入れて行きたいと考え

ています。 

 さて、午後 1 時からは中之島公園剣先ひろばでメ

ーデー集会。当日は晴天で気温もぐんぐん上がり、

まさにメーデー日和。1 時の段階では何やら人がま

ばらという感じでしたが、徐々に増えて行き、2 時

頃にはかなりの人。ＭＵとＫＵからも総勢 20 名弱

の組合員が参加しました。集会では、「働き方改革」

や「モリカケ問題」、「安倍改憲」等のついてのアピ

ールや争議報告などが次々と行われました。途中でライブ公演も行われ、飽きさせない構

成でした。 

 午後 3 時からはデモ出発。昨年に続き、今回も関西クラフト支部と合同で 40 名弱の隊

を作り、デモ出発。約 1 時間のデモの間中、間断

なくシュプレヒコールを行い、かなり気合の入っ

たデモを行いました。 

 デモ終了後は、組合事務所で懇親会。強い陽射

しと高い気温、そして 1 時間のシュプレヒコール。

美味しくビールを飲む前提条件はすべて整って

いました。午後 5 時頃から約 3 時間、関西クラフ

ト支部の組合員も一緒に歓談しました。 

第 89 回中之島メーデー＆街宣行動 



20 

 

学習会  矢部宏治著 講談社現代新書 

「知ってはいけない 隠された日本支配の構造」 ④ 

 

第７章 重要な文書は、最初すべて英語で作成する 

 「日本は第２次大戦をいつ終えたのか」について国際的には１９４５年９月２日である。

これは、ミズリー号で「降伏文書」、に署名をして、「ポツダム宣言」を正式に受け入れた

日です。日本では８月１５日を終戦記念日とすることによって、「日本は負けた。無条件降

伏をした」現実をごまかそうとしてきたと指摘しています。 

 

１９４５年８月１５日の昭和天皇のラジオ放送全文 

『朕（ちん）、深く世界の大勢と、帝国の現状とにかんがみ、非常の措置をもって、時局を収拾
せんと欲し、ここに忠良なる汝臣民に告ぐ。朕は、帝国政府をして、米英支ソ四国に対し、その共
同宣言を受諾する旨、通告せしめたり。  

そもそも帝国臣民の康寧（こうねい）をはかり、万邦共栄の楽を共にするは、皇祖皇宗の遺範に
して、朕の挙々おかざるところ。先に米英二国に宣戦せるゆえんも、また実に帝国の自存と東亜の
安定とを庶幾（しょき）するに、出でて他国の主権を排し、領土を侵すがごときは、もとより朕が
意志にあらず。 

しかるに、交戦すでに四歳をけみし、朕が陸海将兵の勇戦、朕が百僚有司の励精、朕が一億衆庶
の奉公、おのおの最善を尽くせるにかかわらず、戦局、かならずしも好転せず、世界の大勢、また
我に利あらず。しかのみならず、敵は新たに残虐なる爆弾を使用し、しきりに無辜（むこ）を殺傷
し、惨害の及ぶところ、まことに測るべからざるに至る。 

しかもなお交戦を継続せんか。ついにわが民族の滅亡を招来するのみならず、のべて人類の文明
をも破却すべし。かくのごとくむは、朕、何をもってか、億兆の赤子を保し、皇祖皇宗の神霊に謝
せんや。これ朕が帝国政府をして共同宣言に応ぜしむるに至れるゆえんなり。  

朕は帝国とともに、終始、東亜の開放に協力せる諸盟邦に対し、遺憾の意を表せざるをえず。帝
国臣民にして、戦陣に死し、職域に殉し、非命に倒れたる者、及びその遺族に想を致せば、五内た
めに裂く。かつ戦傷を負い、災禍をこうむり、家業を失いたる者の厚生に至りては、朕の深く軫念
（しんねん）するところなり。 

おもうに今後、帝国の受くべき苦難は、もとより尋常にあらず。汝臣民の衷情も、朕よくこれを
知る。しかれども、朕は時運のおもむくところ、堪えがたきを堪え、忍びがたきを忍び、もって万
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「憲法９条のルーツをた

どる」項では、１９４１年の

太平洋憲章であるとしてい

ます。この８条前半部「両国

は、世界のすべての国民が、

現実的および精神的なるい

ずれの理由からも、武力行使

の放棄に到達しなければな

らないと信じる。」が戦争放

棄の 9 条 1 項、後半部「もし

も陸・海・空の軍備力が自国

の国外へ侵略的脅威を与え

るか、または与える可能性の

ある国によって使われ続け

るなら、未来の平和は維持さ

れない。そのため両国は、い

っそう広く永久的な一般的

安全保障制度〔＝のちの国

連〕が確立されるまでは、そ

のような国の武装解除は不

可欠であると信じる。」が武

装解除の 9 条 2 項です。 

この太平洋憲章が、国連憲

章原案である「ダンバート

ン・オークス提案」となり、

世界の安全保障は、国連軍を

中心に行い、米英ソ 

中という四大国以外の一般

国は、基本的に独自の交戦権

を持たないという、戦後政治の大原則が決められたといっています。要するに、日本国憲

法は国連軍の存在を前提に、自国の武力も交戦権も放棄したということです。 

その後、『国連憲章に挿入された「集団的自衛権」の例外条項が、朝鮮戦争をきっかけに

猛威を振るい始め、現在まで続く戦争の絶えない「戦後世界」が出現してしまったのです。』

としています。（つづく）                  報告 仲村 
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さてさて、漫画で時代を読むシリーズ、「カムイ伝(江

戸時代)」「坊ちゃんの時代(明治時代)」と続き、今回は

大正時代でありまして、「黒旗水滸伝 大正地獄篇」。名

著というより快著、あるいは怪著というべき代物、漫画

というより紙芝居巷談というべき代物、頁の上 6 割が絵

で下 4 割が講釈、弁士は夢野京太郎(竹中労)、絵師は若

き日のかわぐちかいじ、黒旗のもと、さながら梁山泊の

如く猛者たちが集い、瞬時とはいえ鮮やかな燦光を放ち、

しかし、兵(つわもの)どもの夢のあと、そういう時代が

大正、さて、弁士は夢野京太郎、京太郎というのは傀儡

(くぐつ)廻し、京の都の辻々から琉球まで、人形の箱を

提げ面垂をつけて謡い囃しながら漂白した、と(上巻末

の注)、面垂れをつけた傀儡がふたり、京太郎とかいじ。

夢野といえば夢野久作、私事で恐縮なれど、若き日に「ドグラマグラ」を一気に読み終え

て眩暈を覚えた体験あり、夢野久作おそるべし異能、さらに久作の父は杉山茂丸、人呼ん

で”ホラ丸”、右翼浪人の親玉、奸賊伊藤博文の誅殺を試みた無謀の豪胆、さらにさらに、

竹中労の親父さん、竹中栄太郎は挿絵画家、夢野久作作品の挿絵を手がけたとか、それや

これやの因縁めいたことは余談として、大正時代は明治の巻末付録でもなく、昭和の前座

でもなく、1912～1926 年の間、世界の重大事件ならサラエボの一発の銃声に端を発した

第一次大戦(1914～1918)。欧州大陸にて３つの君主巨大国家の消滅、いや、オスマントル

コも入れると４国家か、世界史大激変の時代、極東の大日本帝国はどさくさにまぎれて対

華二十一ヶ条要求を袁世凱に突きつけ悪逆非道の帝国主義まっしぐら、日本国内なら関東

大震災(1923)と虎ノ門事件(1923)、関東大震災後の朝鮮人虐殺、社会主義者の惨殺と流言

蜚語に踊らされる陰湿卑劣節操なき輩たちの鬼畜の所業、混乱に乗じた憲兵隊の手で巨星

大杉栄・伊藤野枝惨殺され死体は古井戸の底、嗚呼、伊藤野枝つながりで、ですぺら先生

こと辻潤、浅草十二階の下「蒼白き巣窟」に蝟集する怪人たちのひとり、「おれはカラス、

カーカー」と喚いて暴れて、狂疾の擬態はダダイズム究極の秘儀か、かくて狭いアパート

の一室で人知れず餓死、あっぱれな終焉也、そして 1926 年(大正 15 年・昭和元年)、元憲

兵大尉甘粕正彦が千葉刑務所から出所、時代は昭和へ、舞台は満州へ。 

「ナニ、稗史を語ってるんですヨ」と嘯く京太郎、正史とは時の権力者が自分たちに都

合よいことばかりを並べ連ねた歴史、稗史にこそ真実が刻まれているのです。 

『黒旗水滸伝 大正地獄篇』上下２冊   組合事務所の書架にあります。 
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時が過ぎるのは早いもので東京都葛飾区でささやかな不動産事業主になって５年が経ち
ました。元々証券会社からキャリアを始めた私は、それまで資産運用は株式を中心として
いました。不動産は証券会社時代から注目してはいましたが、実際のところ事業主となっ
てとても新鮮な気持ちです。サラリーマン大家は昔から多くいらっしゃいましたが、私も
その仲間に入ることができたのはとても嬉しく感じます。投資ではなく事業として取り組
むという発想はそれまでの私にはありませんでしたので、不動産事業を通していろんな考
え方を学びました。またかけがえのない事業主や投資家の仲間ができたこともとても感謝
しています。なかには会社が嫌で専業事業主になった人もいて、組合での闘争も話題にで

きる方々です。人間の幅や深さを感じることのできる人たちって素晴らしいです。 

さて手離れの良い（流動性が高い）株式に比べて出口対策（売却）が難しいのが不動産
です。一度に投資する金額も株式に比べて多額ですし融資が絡むのでリスクも桁違いです。
日本の不動産は売買しやすい制度が整っているので、中国、台湾、香港や欧米からの投資
家が東京都心の物件を売買しています。台北や香港の不動産の利回りが３％以下になって
いることから東京の３％以上の利回りは割安感があるのでしょう。勿論先んじて買った投
資家は（特に湾岸地域のタワーマンションなど）既に売り抜けているとの話も２０１６年
くらいからあります。土地や建物、周囲の環境に愛着を持って買うのは国内投資家で、海
外投資家は長期的なインカムゲインではなく、短期的なキャピタルゲインを求めて投資す
るようです。同じ首都圏とは思えないほど低迷しているのが郊外の一戸建て物件です。団
塊世代がバブル期に買ったものの残念ながら今後も価格回復を見込めず、団塊ジュニア世
代の都心回帰が進んで空き家となる運命を待つばかりです。賃貸に回そうにも借りてがつ

かず当然売却も難しい状況です。都心３区（中央、千代田、港）はオフィス、ホテル、密
集性の高い居住区（タワマン）の需要で今後も価格を保ち続けるでしょう。まあ、いずれ
にしても東京は資金力、スキル、人脈に秀でた者だけが生き残れるマーケットです。組合
員の皆さんのなかには個別の物件への投資は難しいとみて REIT を通して不動産に投資し
ている方もおられると思います。不動産の証券化が進んで今後も多様な投資家がマーケッ
トに参加するでしょう。 

私自身は超長期的な視点で二番目の投資先にフィリピンのセブを選びました。政治、経
済、文化、法律、言語などすべてが違う環境ですが、フィリピンの若者たちの笑顔に自身
の未来を託そうと思いました。一昨年取得した永住権の活用やオルタナティブの投資も視
野に入れて今後のフィリピンでの活動を模索しています。すでに五十路の旅路を歩む私に
とって残りの年月を考えればリゾートのプールサイドでのんびり寝そべって過ごす老後も

憧れます。（笑） 

お金儲けだけの人生は味気ないものです。不動産は株式と違い、文字通り動かすことの
できないもの。その土地の素晴らしさに惚れ込ん
でこそというのが、貧しいながらも信念を持って
生きていきたい私の考え方です。世界中にポート
フォリオを構える裕福な投資家と違い小規模な投
資家は、（特に年配の方は）ご自身に suitable な投
資を選択するのが良いと思います。残りの人生さ
さやかでいいから穏やかに楽しく過ごせたらいい
ですね。それではまたお会いしましょ。 

サヨナラ。サヨナラ。サヨナラ。 

Mr.K のあれこれエッセイ第 31 回 

葛飾とセブによせる想い（不動産事業主として） 

鹿児島県指宿市にて砂蒸し風呂を堪能してます
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4 月 22 日（日）万博記念公園にて連

帯フェスタが開催され今年も関西仕事

づくりセンターとして出店しました。 

今回の出し物（？）はいか焼きとか

き氷です。今まで機関誌で「いか焼き

隊」を募集していましたが、今回のい

か焼きは他のチームが担当してくれる

こととなり MU、KU チームはかき氷

に初挑戦です。かき氷はＴＡ氏の発案

及び決定したものですが、私としてはかなりの不安がありました。かき氷はその日の気温

によって売上げが大きく左右されるもの。去年の苦い思い出が甦ってきます。そう、去年

のフェスタは暑くて「おでん」が全く売れなかったのです。 

しかし、今年の 4 月 22 日は最高気温 25 度超えと 4 月にしては汗ばむ陽気でして、まぁ、

そうしたらかき氷が売れる売れる、こんな状況を飛ぶように売れるというのだろうなと一

人で得心してました。最後は容器がなくなり終了となりました。今まで 7、8 回フェスタに

出店していますがこんなに売れたのは初めてです。 

ちなみにかき氷の種類はイチゴ、レモン、メロン、抹茶、ブルーハワイの 5 種類用意し

ました。イチゴは完売、やっぱり赤いかき氷は人気ありますな。二番人気はハワイの海を

連想させるブルーハワイ（行ったことないけど）。ＴＫ氏はブルーハワイ人気を不思議がっ

ておられましたが。 

想いのほかかき氷が売れたこと

はよかったのですが、忙しす

ぎて私自身がフェスタを楽

しめなかったのがちょっぴ

り残念です。毎年ステージで

のライブを楽しみにしているので

応援にきてくれた組合員の皆さん、

ありがとうございました。来年も出

店する予定です。皆さんの応援が必

要です。よろしくお願いします。 

報告 2018 年連帯フェスタ 
（関西仕事づくりセンター Ａ・Ｉ） 
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（ブルーハワイ） 

4 月の遊歩会は桜のおっかけをするのが恒例と

なっており、今年は奈良の桜の名所吉野山に行っ

た。当初の予定では 4 月 15 日となっていたが、ご

存知のように今年は桜の開花が早く 1 週間前倒し

での開催となり参加者が少なくなってしまったの

は致し方ない。仕事を理由に参加しなかった０Ｈ

氏は花見＝飲み会だと考えてる節があり、私は敵

前逃亡ではないか睨んでいる。 

 さて、ここでざっくりとした吉野山ガイド。吉野山は桜の名所として全国的に有名だが、

元来は「花見」のためでなく、山岳宗教と密接に結びついた信仰の桜として現在まで大切

に保全されてきた。桜の見所は標高の低い方から下千本、中千本、上千本、奥千本という。

金峯山寺（金峯山寺）、吉野水分（みくまり）神社など歴史的建造物が多く、「紀伊山地の

霊場と参詣道」として 2004 年ユネスコの世界文化遺産に登録されている。 

吉野の駅に着くと、あまりの人の多さにびっくり。バス乗り場にもトイレにも長蛇の列。

もっとびっくりしたのは、Ｎ氏がソフトクリームを食べていたこと。この後の展開を予想

させる出来事であった。残念ながら下千本、上千本の桜は散っていた。金峯山寺を参詣し

上千本の広場で遅めの昼食をとった。水分神社に行く途中で見知らぬ青年が「奥千本は満

開」と自身の一眼レフのデジカメで見せてくれ奥千本には行くべきだと熱く語りかけてき

た。多分ＴＹ氏が同じく一眼レフの高級カメラを提げていたのでシンパシーを感じ話しか

けてくれたのだろう。親切な青年だ。 

水分神社も参詣し、さあ、ここから満開の奥千本に出発だと、意気込んでいたら姑息に

も遊歩会会長である O 氏は年配の女性に奥千本までの時間を尋ねていた。｢40 分｣それを聞

いた O 氏は脱落。するとＨＲ氏が「まだ行くの？」と真顔で聞いてきた。

ＨＲ氏は O 氏が次期会長にと強く推薦する人物である。そんな HR 氏から

の言葉だとは到底思えない。私は勤めて明るく「行く人手を揚げて」と言

うと手を揚げたのは S 氏、TY 氏、私の 3 人のみ。こうして我ら少数精鋭

で満開の奥千本を満喫し、先の修験道を進む。熊野参詣の道でもある。今

では拓けて桜の若木が植林されているので数年後には奥奥千本と呼ばれる

ようになるのかしらと思ったり。帰りは土産物屋をひやかしながら歩き、

鮎の塩焼きを食べた。紅葉の吉野山も歩いてみたいと思った。 

メタボ解消！ 遊歩会 

花の吉野に遊ぶ 


